
 
 

 

 

 
 

 

 

  

１ 本稿の意図 

 地方自治体が VUCA 時代を乗り越えるために

は、第一義的 1には職員一人ひとりの能力にかか

っている 2。筆者は、職員の能力を高める一形態

として「政策提言を志向した職員研修」（以下「政

策志向研修」とする）がよいと考える。過去、

筆者はさまざまな自治体で政策志向研修に取り

組んできた。本稿は東大和市（東京都）の事例

を紹介する。 

なお、「VUCA」(ブーカ)とは「Volatility」(不

安定)、「Uncertainty」（不確実）、「Complexity」

（複雑)、「Ambiguity」(不透明)の頭文字をつな

ぎ合わせた概念である。今日は VUCAの時代と称

される。誰も（AIも？）未来を予測できない 3。

そうであるならば、どのような未来になっても

乗り越えていける強い職員が求められる。強い

職員を育成していく一手段が政策志向研修であ

る。 

                                                   
1 筆者は第一義的には「職員」と考える。また住民や

事業者など、地域を構成する多様な主体との協力・連

携も必要である。さらに政治家としての首長、議会の

リーダーシップと正しい決断も求められる。正しい決

断のためには、科学的根拠を持つ必要がある（要は

EBPMである）。しかしながら、一部、非科学的な根拠

による決断がはびこっており、その結果、VUCAの時

代に飲まれていくケースも散見される。 
2 本稿は「研修により、職員の能力を高めていく」が

中心の話題である。もう一つ重要な視点は、採用時に

能力の高い人材を囲い込むことも求められる。そのた

めには「採用プロモーション」という考えが重要にな

る。採用プロモーションについては、次の文献を参照

していただきたい。 

牧瀬稔・松塚浩（2020）「市区町村の職員採用活動に

 

 

 

 

 

 

２ 東大和市の「政策集団 PDG」 

字数の関係上、東大和市の政策志向研修「政

策集団 PDG」のエッセンスを端的に言及してい

く。 

 

政策集団 PDGの目的 

 東大和市の政策志向研修は「政策集団 PDG」

（Policy Discussion Group）である。同研修の

正式名称は「個別事案検討チーム」である（東

大和市まち・ひと・しごと創生庁内作業部会設

置要領第７条）。政策集団 PDGは通称であり、尾

崎保夫市長（現市長）が命名した。 

政策集団 PDGの対象者は、係長以下の若手職

員である。参加者数は、毎年度１チームあたり

５～６名とし、２～３チームを形成して進めて

いる。地方創生を実現するための具体的な手法

（事業）を８ケ月程度かけて調査・研究する。

最終日には理事者（市長、副市長、教育長）に

政策提言を行う取組みである。 

 若手職員の能力開発が一つの目的であるため

「研修」の形態である。しかし研修だけで終わ

関する事例調査～東大和市の職員採用活動等に向けた

人材戦略への示唆」関東学院大学法学会『関東学院法

学 29（2）』183-200頁 
3 余談になるが、米 Google（グーグル）による AI

（人工知能）を活用した新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の感染予測サービス「COVID-19感染予

測（日本版）」がある

（https://datastudio.google.com/s/nXbF2P6La2M）。

この予測は、ほぼ毎回外れている（ような気がす

る）。そのほか AIを活用した多くの予測が多くある

（例えば交通渋滞）。しかし、なかなか当たらない。

その理由は、AIさえも予測できない未来なのか。あ

るいは、AIにも「優秀な AI」と「平凡な AI」が存在

するのか…、筆者には分からない。 

自治体行政の視点 

VUCA時代を乗り越える職員の能力開発の方策【後編】 
関東学院大学法学部地域創生学科准教授 牧瀬 稔 

編集者注：本稿は、広く地方公共団体の今後の施策に役立て

ていただけるようなコンテンツを提供すべく御執筆いただい

たものです。 

※ 【前編】は 2021年２月に発信しています。 



らず、社会実装が求められている。社会実装と

は「調査・研究の成果を実際に社会で活用でき

るものにするための活動」と定義できる。単な

る研修で終えるのではなく、実際に活用できる

ように政策として結実させなくてはいけない。

その意味で、政策集団 PDGの事務局は企画課が

担当している（前回紹介した磐田市（静岡県）

の草莽塾は職員課が担当している）。 

参加する職員は、理事者や各部長に対し、直

接的に政策提言をする機会がある。この政策提

言が職員の士気の向上に結びついている（若手

職員が市長等に会う機会はほとんどない。市長

に直接提言できる点も一つの魅力のようであ

る）。 

調査・研究を進める過程で、参考事例の視察

を行う場合は、視察先の選定、アポイントなど

の交渉、視察先の受入れ事務局との調整などは、

基本的に政策集団 PDGのメンバーが行っている

（事務局の企画課は行わない）。この一連の活動

も職員の交渉折衝能力のスキル育成にもつなが

っている。 
 
政策集団 PDGの取組み概要 

毎年度、政策集団 PDGに対して検討するテー

マが提示される。そのテーマに関する政策を提

示するため活動を進めていく。過去のテーマは、

同市がメインターゲットとする年代の転入促進、

シビックプライド（地域への愛着や誇り）の醸

成、スタッフプライド（職場・仕事への愛着や

誇り）の形成などがあった。2020年度は公民連

携がテーマである。 

 政策集団 PDGは、例年５月から２月にかけて

実施される。この間、月に１回から２回のペー

スで開催され（それぞれ半日程度である）、年間

を通して 13～15回程度集まる。月に１回は東大

和市の地方創生アドバイザー（外部講師）が政

策づくりの基本的な考え方や技法を講義する。

地方創生アドバイザーが講義しない時は、与え

られたテーマに関してチームごとに検討を行う。

最終的には、市長、副市長、教育長をはじめ全

部長等に対し、最終発表会（プレゼンテーショ

ン）を行う。写真１は、ある年度の最終発表会

の後の全体集合写真である。 

 

 

写真１ 政策集団 PGDの集合写真 

出典)東大和市企画財政部企画課 

 

政策集団 PDGは、前回紹介した磐田市の草莽

塾と類似している。磐田市にない東大和市の特

徴を言及する。それは政策集団 PDGに民間企業

の社員も参画していることである。東大和市は

リコージャパン株式会社と地方創生に係る包括

的地域連携に関する協定を締結している。その

協定に基づき、同社の社員が政策集団 PDGに参

画している。民間企業の社員を交えて市職員と

意見交換を行うことにより、政策提言に厚みが

増す。 

複雑系科学という学問がある。複雑系科学に

は「創発」という用語がある。創発とは「多様

な専門領域や思考を持った人たちが、お互いに

影響しあっているうちに、新しい価値が化学反

応的に内側から創出されること」を意味する。

政策集団 PDGは、市職員だけで構成されている

中に、民間企業の社員が入り込むことにより、

化学反応が起こる。その結果、新しい発想の政

策が登場している。まさに「創発」である。 

また、民間企業の社員が政策集団 PDGに入り込

むことにより、民間の思想が市職員の中に浸透



していく。少なからず良い影響を受けているよ

うである。民間企業の視点が内包された政策提

言は、東大和市の特徴だろう 4。 

 

政策集団 PDGの成果 

政策集団 PDGの成果を紹介する。多くの成果

がある。ここでは「ららマジ」とのコラボを紹

介する 5。「ららマジ」とはスマートフォン用ゲ

ームアプリである。東大和市の一課題に認知度

の低さにあった。政策集団 PDGでは、同市の認

知度を向上するために、民間企業との連携を模

索していた。 

政策集団 PDGを進める中で、スマホゲーム「ら

らマジ」が同市を舞台にしていることが分かっ

た。そして最終発表会（プレゼンテーション）

において「ららマジ」とのコラボが提示された。

その後、理事者の理解を経てコラボが実現し、

「ららマジ」と協力・連携することにより、指

定管理者が管理・運営を行う市民会館で、出演

声優による公演が実現した。また東大和市のご

当地グルメの祭典「うまかんべぇ～祭」に「ら

らマジ」のブースが出店するなどの事業が実現

している。これらの取組みにより、同市の知名

度も少しずつ上昇している 6。 

さらに一つの成果として、政策集団 PDGを通

して、庁内に新しいコミュニティが形成された

ことも挙げられる。約８ケ月間にわたり、同じ

ゴールを目指してチーム一丸となって取り組ん

でいく。この過程が職員同士の信頼関係へと繋

がっていく。筆者の持論であるが、VUCA時代に

                                                   
4 筆者は政策志向研修に、住民も参画させてもよいと

考えている。いわき市（福島県）や彩の国さいたま人づ

くり広域連合（埼玉県）は、住民が参画し協働により政

策づくりが進められ、斬新なアウトプットが提示され

ていた。しかしＭ町の場合は、「遠慮しがちな職員」と

「苦言を述べる住民」という構図になってしまい、う

まく進まなかった経験もある。政策の受益者である住

民を入れる意義はありつつも、参画する住民のキャラ

クターにより成否が分かれることを実感した。 
5 「ららマジ」とは、グリー株式会社の子会社である株

式会社 WFS より配信されていたスマートフォン用ゲー

埋没しないためには、あるいは自治体間競争の

中で勝ち残っていくためには、庁内コミュニテ

ィの強弱にかかってくるだろう。庁内コミュニ

ティが強い自治体は持続的に発展していける。

庁内に強いコミュニティを形成できることも、

政策志向研修の一つのメリットである。 

 

３ 政策志向研修のメリットとデメリット 

本稿を終えるにあたり、政策志向研修のメリ

ットとデメリットを言及する。これは東大和市

の事例から導出したのではなく、過去筆者が担

当した政策志向研修に共通することである。 

メリットは、東大和市の事例で先述したよう

に、職員の能力開発に寄与する、社会実装を意

図した政策の創出、庁内コミュニティの形成、

などがある。 

一方でデメリット（課題）もある。大きく３

点ある。第１に政策志向研修に参画する職員の

枯渇である。東大和市くらいの規模では、５年

くらいで政策集団 PDGに参画する職員がいなく

なる可能性がある（東大和市は約 8.5万人）。５

年間ほど政策集団 PDGを進めてくると対象とな

る職員が限定されてしまう。磐田市でも 10年が

限界だろう（磐田市は約 16.5万人）。もちろん、

政策志向研修により一定数の人材が庁内に行き

渡ったから「よし」とする判断もあるだろう。

そして政策志向研修を廃止するという選択もあ

る。しかし、それでは職員の能力開発が途絶え

てしまう。 

第２に「負荷がかかる」ことが挙げられる。

ムアプリである。2017 年１月 25 日にサービスを開始

している。2017年４月にはダウンロードが 150万を超

えている。2020年６月３日にサービスは終了した。 
6 そのほか多くの政策提言が実行されている。例えば、

定住促進 PRサイトの開設の提言も実現した。オリジナ

ル出生届、「接遇グッド！カード」をはじめ、市の魅力

や特徴である狭山丘陵ウォーキングやプラネタリウム

を活用した婚活事業なども政策集団 PDG から誕生した。

東大和市は若い職員の発想を取り入れた政策展開を進

めつつある。 



負荷がかかる対象は、①政策志向研修を運営す

る「担当課」の負荷、②通常業務に加えての参

画であるため「職員」の負荷、③職員がいない

ことによる業務停滞の送りだす「部課」の負荷、

である（④意外と「担当講師」にも負荷がかか

っている）。確かに負荷はあるが、それ以上に得

るものは大きいと考える。しかし得るものが「見

える」わけではない。そのため政策志向研修は、

庁内から賛同を得られることが少ない。 

第３に退職する職員も一定数いる。退職する

理由は、政策志向研修の負荷に耐え切れず…で

はない。研修に参加する過程で新しい価値を見

出し、辞めていくケースがほとんどである。筆

者が関わった中には、大学院に進学したり、海

外留学に行ったり（今は向こうで生活している）、

外資系のコンサル会社に転職したりなど枚挙に

暇がない。参加した職員個人としては望ましい

選択とは思われるが、自治体（担当課）として

はたまったものではないだろう。 

これらの課題に対する明快な回答は筆者には

ない。ここで記したデメリットは、政策立案型

自治体研修に共通する内容である。 

 

＊＊＊ 

  

最後はやや後ろ向きの話になってしまった。

そうは言っても、VUCA時代を乗り越える職員の

能力開発の方策として「政策提言を志向した職

員研修」の意義は大きいと考える。読者の自治

体でも検討したらどうだろうか。 
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１．地域公共交通立て直しに現場で取り組む 

私は大学で土木計画・都市計画の講義・演習

を担当するとともに、低炭素で自然災害にも強

く住みやすい、少子高齢化時代でも持続可能な

都市・地域をつくるための政策について研究し

ています。一方で、もともとバスや鉄軌道とい

った地域公共交通に興味があり、各地で乗車や

調査をしているうちに、地域公共交通の衰退を

目の当たりにし、それを食い止め再生していく

取り組みに、自治体や交通事業者そして住民の

皆様と一緒に現場で取り組むようになりました。

世間的にはそちらの方が有名になってしまい、

自治大学校でもこの内容の講義を担当させてい

ただいております。私一人の力では、地域公共

交通を抜本的に立て直し、地域をしっかり支え

る存在に返り咲かせるには到底足りません。志

を同じくする人は全国にいますが、もっと増や

していかないと間に合わない状況です。自治大

学校の講義もその一環として考えています。 

日本では 2007年 11月に「地域公共交通の活

性化及び再生に関する法律」、通称、活性化再生

法が施行されました。以降、幾度かの改正を経

て、昨年 2020年 11月に大きな改正が行われま

した。この法律には当初から、第四条において、

持続可能な地域公共交通づくりにはまず市町村

が、そして都道府県も主体的に取り組むべきで

あると規定されています。従前は、地域公共交

通は交通事業者が経営しそれを国が監督すると

いう制度体系であり、自治体が直接かかわるこ 

 

 

 

 

 

 

とは限定的にしかできませんでした。それがこ

こ 15年ほどで大きく変わり、自治体が地域公共

交通の主役として振る舞えるような制度整備が

進んできているのです。しかし当然ながら、法

律が変わったからといって現場がすぐに変わる

はずはありません。地域公共交通の場合、自治

体によって取り組みの熱心さはピンキリであり、

頑張っているところも経験が浅いゆえに試行錯

誤の状態です。いずれにせよ、カギになるのは

自治体です。そのような中で私は、地域公共交

通プロデューサーを名乗り、地域の皆さんと一

緒になって地域のニーズに合った公共交通サー

ビスをつくってきました。そしてその経験を元

に、現場を望ましい方向に導いてくれるよう国

の制度を変えることにも取り組んできました。

この両方を同時にやっている人はほとんどいな

いと思います。絶えず別世界を行き来している

ようなものですが、あくまで私は現場の仕事に

こだわっています。 

 

２．自治大学校で地域公共交通を講じる意義 

自治大学校で講義を聴いていただく自治体職

員のうち、地域公共交通を担当されている方は

100 人のうち 1 人いるかいないかであり、経験

者を合わせても 2、3人ほどです。大半の方々は

自治体に戻ってもすぐには役に立たないことを

聴かされているわけですが、それでも地域公共

交通政策がカリキュラムに入っているのは重大

なことです。自治大学校の意図とは違うかもし

れませんが、私自身はその意義として、1)自治

体の重要課題になってきていること、2)自治体

の様々な部局に関連すること、3)住民はじめ

様々な関係者との共創が必要であり、それは今

後の自治体のプロジェクト推進においても通底

自治大学校における研修講義の紹介 

地域を持続可能とする公共交通維持・確保策【前編】 
名古屋大学大学院環境学研究科教授 加藤 博和 
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すること、4)現段階で地域公共交通を担当する

部局は定まっていないため、多くの方が今後思

いがけず担当することになる可能性があること、

などを考えています。これらを意識しながら、

地域公共交通の大切さ、それを地域が支えるこ

との必然性と自治体の役割、そして施策の考え

方や取組の進め方について講義しております。

本稿では「そして」以前の部分を概説し、次回

に以降の部分について述べます。 

 

３．公共交通不便だと子どもの生活が制約 

地域公共交通とは、だれでも対価を払えば利

用できる移動手段を指します。鉄軌道・バス・

タクシー・定期船などが該当し、ネットワーク

(網)となって機能します。1970年代以降、自家

用車の普及などにより、大都市部を除き衰退が

続いてきました。地方部では大半の人がクルマ

を運転して自由に移動できるからです。私も地

方部に生まれ、大学に入ってすぐ運転免許を取

り、33年間クルマの恩恵を受けてきました。自

治体職員も、クルマなくして仕事や生活ができ

ないというのが現実でしょう。 

逆に、クルマを自由に使えない子どもや高齢

者などは、生活が大きく制約されてしまいます。

身近に乗せてくれる人がいても、気兼ねなく好

きなところに連れて行ってもらえるわけではあ

りません。平野部では自転車で移動範囲を広げ

られますが、山間部ではそうはいきません。 

私がかかわるある山間部の自治体では、通常

なら片道数百円かかるバスを夏休み中は小中学

生が 50円で乗れるようにしました。その結果も

っとも利用が増えたのが「コンビニエンススト

アに行くこと」だったのに驚きましたが、よく

考えれば当然でした。親はクルマで当たり前に

行っているのに、子どもにとっては行きたくて

も自力で行けなかったのです。さらに友達どう

しで利用する子どももいました。家族送迎やス

クールバスで通学していると、友達と会う機会

も少なくなってしまうのです。 

こんな地域で、故郷を愛する心やコミュニテ

ィづくり、そして子どもができても住みたいと

思える気持ちが育つわけがないでしょう。自由

に動いていろいろな機会を得られる都市部の方

がいいに決まっています。これが、地方部から

人口がすごい勢いで流出している一因だと私は

考えています。特に高校通学ができない、でき

ても選択できる学校が少ない、部活や塾通いが

できない地域は致命的です。18 歳どころか 15

歳で流出し、しかも一家で出てしまうことも珍

しくありません。 

なお、日頃は運転して移動している大人も、

飲酒すれば途端に子どもと同じ移動制約に陥り

ます。ケガなどで運転できなくなっても同じで

す。クルマは便利ですが、それはクルマを使え

ない人にとって不便極まりない地域をつくって

しまいます。そして、いつ自分がクルマを使え

なくなるか分かりません。日頃からクルマばか

り利用していると、いざ公共交通に頼ろうとし

てもできないということももっと認識されるべ

きだと思っています（図１）。 

 

図１ 

 

４．地域公共交通確保は SDGsにも含まれている 

最近、SDGs が注目されています。「持続可能

な開発目標」のことで、2015年 9月の国連サミ

ットで採択され、日本を含む国連加盟 193か国

が 2030年までに達成すべき目標です。よく知ら

れているのは 17 ある目標を表すカラフルなア

イコンで、自治体の計画において各施策がどの



目標と関連しているかを示すことがあると思い

ます。しかし、17の目標の下に 169の具体的な

ターゲットがあることはほとんど知られていな

いのではないでしょうか。その中の１つ、11.2

は下記のことが書かれています。 

「2030年までに、脆弱な立場にある人々、女

性、子供、障害者及び高齢者のニーズに特に配

慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の

安全性改善により、全ての人々に、安全かつ安

価で容易に利用できる、持続可能な輸送システ

ムへのアクセスを提供する。」 

SDGs に頑張って取り組んでいると自称する

自治体はたくさんあれど、この 11.2を頑張って

達成すると宣言し実際に施策を進める自治体に

はお目にかかったことがありません。これは、

SDGsを「わがこと」として考えていない現れで

す。私が現場で実感してきた「だれもが自由に

気兼ねなく移動できるための地域公共交通は、

地域を持続可能にするために必要不可欠」とい

う事実は、独りよがりではなく世界全体が目標

として掲げているのです。そしてそれは日本の

多くの地域においても重要課題であり、達成で

きなければ人口流出は止まりません。 

いままさにコロナ禍で移動が制約されていま

す。その結果、移動しなくてもいろいろなこと

ができると分かりましたが、逆に、移動しない

と得られないものもたくさんあることにも気付

かされたと思います。したがってコロナ後は、

移動の量は以前より減りますが、より質の高い

移動が求められるようになるでしょう。実は近

年、若者の移動は減少傾向にありました。逆に

高齢者の移動は増加傾向でしたが、安心して移

動できないことが問題でした。これらのことか

ら、「おでかけ」したくなる地域づくりは自治体

の重要課題であり、地域公共交通はその担い手

として主体的に取り組むことが求められます。 

 

５．地域自ら取り組んでこそいいものができる 

こういう話をすると、「ならば国こそ、自治体 

任せでなくもっと様々な取組を直接やるべきで

はないか」とおっしゃる方がいます。活性化再

生法第四条は国の努力義務として「情報の収集、

整理、分析及び提供、助言その他の援助、研究

開発の推進並びに人材の養成及び資質の向上」

を挙げていますが、自治体にはあった「主体的」

という言葉はありません。しかし私はこれを不

適切とは思いません。なぜなら、地域公共交通

はそれが走る地域の住民に便益の大半をもたら

すのだから、その地域住民自身が必要性を本当

の意味で理解し、その上で確保策を具体的に考

え行うことで、地域に合ったオーダーメードの

「おでかけ」手段がつくられ、それによって便

益を大きくでき、持続可能にもなるからです。

そして、そのような事例や真逆の事例を、全国

各地で嫌というほど見てきました。トップダウ

ンではいいものはできないのです。 

地域公共交通の世界はまだ政策検討・実施の

方法論が確立されていないため、優良事例をそ

のまま模倣することが横行してきました。しか

し、その多くは利用が少なく、消えていきまし

た。地域特性や地理的状況によって「おでかけ」

ニーズは異なるし、それを費用効率的に満たす

交通システムも異なるからです。 

地域公共交通ではサルマネは禁忌です。適材

適所な解をうまく見つけ出し、地域自ら供給し

ていくことが大事なのです。これを実現するた

めの検討の進め方については次回に述べますが、

既にそれが奨励される法制度になっています。

またこの場合、国は、「助言その他の援助」すな

わち自治体が主体的かつ適切に動けるよう助言

し、前向きに取り組むところを積極的に援助す

ることが求められます。 

 

６．「おでかけ」を楽しくすることが大切 

地域公共交通はそれを走らせることが目的で

あってはなりません。楽しい「おでかけ」を提

供する手段となってこそ存在意義があるのです。

「おでかけ」は単なる移動を指すのではなく、



移動した先で何かを楽しむことを含み、このセ

ットで考えることが重要なのです。 

「おでかけ」を増やすためには「乗って楽し

い、降りても楽しい」となっている必要があり

ます。つまり、交通手段の改善はもちろん大事

ですが、行きたいと思える場所にきちんと乗り

入れ、さらにそういう場所を充実させたり増や

したりしていく努力も必要です。つまり都市・

地域計画や施設計画、その他の自治体計画との

連動です。 

地方部では地域公共交通で一番行くところが

総合病院になっていることが多いですが、病院

は本来楽しいところではないはずなので、そこ

に集中する地域公共交通網になっている地域は

楽しく暮らせる地域ではないことになってしま

います。特にクルマを自由に使えない高齢者や

子どもにとって住みたいと思えるまちではない

でしょう。「おでかけ」という暮らし目線で考え

ることで初めて、地域の Quality Of Life(QOL)

を高める公共交通を提案することができます。

これからの公共交通政策には、新しい暮らし方

を提案するという発想が必要です。 

 

７．地域公共交通は健康保険と同じ 

いま、日本の特に地方部の公共交通の多くは

赤字です。すなわち運賃収入だけでは運営がで

きません。しかし、地域公共交通が地域を楽し

く安心して暮らすことができる「おでかけ」保

障のためにあるという政策的な位置づけがされ

るなら、公的負担によって維持充実することは

何らおかしなことではないし、公共インフラと

思えばまっとうなことだとわかるでしょう。 

実は公共交通を運賃収入だけで運営するとい

うのは世界的には非常識なのですが、日本では

できていたので、できなくなってきた今でも古

き良き時代の考え方が抜けていない方が多いの

です。その考え方を捨て、「健康保険と同じ」だ

と考えてみてください（図２）。 

 

図２ 

 

維持充実のために税収からの補助という形で

「保険料」をみんなが払い、利用者は「自己負

担」を払う、これによって自己負担を抑え、利

用を増やし、より便利な公共交通サービスが提

供できます。クルマを使えない方の生活を支え

るだけでなく、いつもは利用しない方でも、い

ざというときに利用できます。あとは総額と自

己負担比率をどうするか、つまり負担とサービ

スのバランスをどうとるか、同じ額の投入でサ

ービスをいかによくしていくかを広く議論する

ことが必要で、それをリードしまとめ実施して

いくのも自治体の仕事になります。なお、自治

体による生活交通確保に関する補助には国から

特別交付税 8割が措置されるしくみにもなって

います。 

 

地域公共交通は自治体が中心となり、地域の

関係者が「一所懸命」になって提供していく時

代になりました。さらに具体的に、どのような

点に留意して政策を進める必要があるかについ

ては、次回お伝えします。 
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１．コロナショックの特性と自治体の役割 

これからの地域経済対策を考えるにあたって，

2020 年以来の新型コロナウィルスの問題を避

けて通ることはできないだろう。コロナショッ

クの経済的影響は大不況や大災害といった過去

の経済的な困難と大きく異なる性質を有してい

る。 
大不況との相違点としては，業種間企業間で

の影響の差が特徴的である。需要が拡大した家

具・家事関連製品，昨年後半には前年並みに回

帰した輸出産業に対し，飲食関連サービスや宿

泊等では売上高が前年比で 9割以上の減少とな

った月もある。同じ業種内でも顧客層によって

業績の落ち込みに大きな差が見られる。全国一

律型の広く浅い支援策ではこのような状況に対

応することは困難である。さらに，ショックの

影響があまりにも多様であるが故に被害額の算

定が基本的には自己申告に頼らざるを得ないこ

とにも注意が必要だ。被害額の自己申告は課題

となる傾向がある。各企業・事業主が真に必要

な額を申告するためには給付型よりも，最終的

には返済を伴う，融資型の制度が中心とならざ

るを得ない。 
異質性と被害の算定の困難から，より個別の

ビジネスとの距離の近い基礎自治体の関連部局，

商工会等の中間団体，地域金融機関の連携の必

要性が増している。なお，今次のショックは，

大規模自然災害とは異なり，物理的な損耗――

工場の流失や農地の被害等がないことも大きな

特徴だろう。ハードの毀損がない状況だからこ 

 
 
 
 
 

そ，事業の継続によって経営資源を維持するこ

とが，コロナ後の地域経済の回復力を高めるこ

とにつながる。その意味で，コロナショックに

対する短期的対応は，これからの地域経済の明

暗を分ける長期的な課題なのである。 
 
２．地域経済の危機とは 
地域経済の置かれている状況は，コロナ以前

より，容易なものでなかったのは確かだろう。

そのなかでも言及・指摘されることが多いのが

人口減少問題である。人口減が地域にとっても

国にとっても望ましいことではないことは確か

であろうが，そのインパクトは少々過大評価さ

れている。2000 年代の世界各国の人口増加率と

経済成長率の関係を観察してみても，両者の関

係はごく緩やかなものにすぎない。かろうじて

統計的には有意な相関はあるものの，人口増は

経済成長の主因では全くない。人口増はかなら

ずしも経済成長につながるとはかぎらず，逆も

また真なりである。 
これは地域レベルにおいても注意が必要な論

点である。地域の場合には，なおさら，人口増

は一人あたり所得等の豊かさを導くものではな

い。一次産業や小規模な観光資源を軸とする経

済では，地域から得られる所得は人口が増加し

ても増加しにくい。その結果，人口減は一人あ

たり所得（＝地域総所得÷人口）の分母を低下

させることを通じて平均所得を押し上げること

もある。基幹産業の稼得能力を超えた人口を，

補助金等によって政策的に支えることはむしろ

平均所得を低下させ，自治体財政をさらに悪化

させる原因ともなり得るだろう。 
市町村や都市圏といったレベルでの地域人口

の減少は，むしろ，経済的な衰退の結果として

自治大学校における研修講義の紹介 
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捉えられる。地域経済の長期的な縮小の直接的

な原因が地域間資金流出入における資金の出超

にあるとの指摘は多い。地域からの資金流出が

地域内の経済取引の縮小を招き，経済の縮小が

人口を流出させるという因果の方向を重視する

ならば，人口は結果であって原因ではない。 
市町村・都市圏における資金流出入について

は，resas（地域経済分析システム，内閣府・経

済産業省）や地域経済循環分析ツール（環境省・

株式会社価値総合研究所）により以前に比べて

入手が容易になっている。これらのツールへの

習熟を通じて自地域の資金流出入要因を知るこ

とは，地域経済の縮小を回避する方法を考える

上で重要な第一歩となるであろう。 
資金循環状況は地域毎に多様な特性をもつ。

その状況をまとめて語ることの困難はある一方

で，全体的な傾向をつかむにあたっては資金流

入地域――つまりは黒字地域の代表である東京

都に注目することが有用であろう。2011 年東京

都産業連関表において，東京都からの移出総額

は約 54.4 兆円であるが，その移出の４割にあた

る約 21 兆円が本社機能の移出となっている。

全国に展開する支社・支店網，工場，フランチ

ャイズビジネスなどが東京への資金流出の最大

の要因である。その鏡像として，少なからぬ地

方における資金流出が本社機能の購入に当たる

と考えられる。ここから，地域経済の資金流出

――つまりは赤字の解消のためには，本社機能

の内生化が求められることがわかる。地域内に

本社を持つ企業の成長，地域における個人店舗

の充実は，この資金流出構造に鑑みると，地域

経済活性化にとっての主要課題となり得ること

がわかる。 
 
３．生産性と弱いつながり 
 企業・地域・国とどのレベルにおいても，現

代的な経済成長の主役は生産性の向上にある。

しかしながら，生産性については誤解されてい

る点が少なくない。生産能力の拡充や製造工程

の短縮は生産性向上のひとつの方法ではある。

特許の取得や最新設備の導入が生産性を向上さ

せることもある。しかし，生産性と聞いて第一

に思いつくこれらの施策は現代的な生産性向上

の主役ではない。 
現在，日本国内では付加価値の 7 割以上がサ

ービス業によって生み出されている。サービス

業の生産性は設備・機械等のハード面からの影

響は大きくない。さらに製造業においても，性

能そのものではなく，デザインやコンセプトと

いったソフト面の特色に注目が集まる。そして

BtoB のビジネスにおいても導入時のコンサル

ティングやアフターケアの充実が競争力のコア

になりつつある。 
ソフト化する経済においては，新たな顧客層

の発見やビジネスモデルの構築が生産性向上の

鍵となる。いわば経営においてもモノからコト，

機械から人へと主役が移り変わりつつある。そ

して，人があらたなビジネスを発想する契機も

また人によって生み出される。ネットワーク理

論における弱いつながりがアイデアを生み出す

機会となることが注目されて久しいが，知識や

経験，感性と思想の異なる多様な人とのゆるや

かなネットワークがこれからの生産性向上の第

一歩となり得ることは強調に値するだろう。 
人的ネットワークが生産性向上の，ひいては

経済成長の要件であることに注目すると，地域

経済振興策における自治体や中間団体の役割に

ついてもあらたな視点が得られる。地域の企業

経営者・事業主間のネットワーク構築において

商工会や同青年部，または青年会議所等が果た

してきた役割は大きい。 
その一方で，これらの伝統的な中間団体がカ

バーしきれない新しいタイプの個人事業主が増

えている。SOHO で業務を請け負うフリーラン

スの事業主，またはリモートワークの拡充によ

り UI ターンを選択した会社員は商工会や青年

会議所等とのつながりが希薄な者も多く，既存

団体への所属自体を忌避しているケースも散見



される。その一方で，これらの新しい働き方を

実践する主体と既存事業主とのつながりの構築

は，まさに，バックグラウンドの異なる者同士

の多様性ある出会いにつながるだろう。自治体

や各種中間団体・地域金融機関がもうけている

コワーキングスペース提供やインキュベーショ

ンプログラムといった事業の過程で新規の開業

者やその予備軍は多くのリンク機会をもってい

る。それらの機会を，既存事業者や地元経済界

との人的交流へとつなげていくイベントや場所

をどのように設定していくかに知恵を絞ってい

く必要があるだろう。 
 
4．出発点としての魅力的な街 
人と人が出会う場は市役所の会議室ではない。

住民たちの自発的な交流と人脈形成の場として

中心市街地の担う役割は大きい。さらに，街に

多様なバックグラウンドをもつ住民そのものが

いなければ多様性ある出会いは生まれない。そ

の意味で，居住地点として選ばれる魅力をどの

ように演出していくかも行政・事業主・地権者

が連携して取り組まなければならない課題であ

る。 
郊外のショッピングモールや通信販売等の充

実により，全国の多くの地域――なかでも中規

模以上の都市において文字通りの意味で買物の

不便さや娯楽の少なさを感じることは少なくな

っている。一方，UIJ ターン経験者へのアンケ

ートなどでは転居後に，事前に予想していたよ

りも，買物や娯楽への不満が高くなっている。

これは買物自体，映画や文化施設自体への不満

というよりも，中心市街地等において街を感じ

る経験―――街を散策し，時に新しい店を見つ

け，そこで偶然の出会いを得るといった経験に

接する機会の乏しさと無縁ではないだろう。 
これまでの中心市街地再開発においては，駅

前ロータリーの整備や区画整理・複合型ビルの

建設といったハード面での充実にその主眼が置

かれがちであった。なかでも，費用や工期等の

スケジューリングが可能な施策であることから，

行政の施策になじみやすいという事情もあろう。

しかし，これらの整備された街区や自動車のた

めの利便性を重視した街並みが「魅力的」かど

うかには議論があろう。都市問題を考えるにあ

たっての古典である『アメリカ大都市の死と生』

でジェーン・ジェイコブスが指摘したように，

細かな街区割りや新旧の建物の混在，それにと

もなう多様な土地・テナントの活用は街におけ

る人的交流を促進する機能がある。都心回帰傾

向に伴うマンション建設などによって，このよ

うな雑多でありながらどこか魅力的な街並みが

都心部で減少しつつある現在こそ，古い中心市

街地の新たな活用が期待されるのではないだろ

うか。 
ハード面を重視した活性化とは異なり，この

ような雑然とした繁華街の活性化の成否はプレ

イヤーの能力に大きく依存する。自治体による

市街地活性化もまた，そのプレイヤーとどのよ

うに連携して行くのか――人を軸とした方向へ

の修正が求められているのではないだろうか。 
魅力的な街が形成されることで多様性ある人

が引きつけられる，多様性ある人のつながりが

新たなアイデアを生む，この新たなアイデアか

ら生まれるビジネスが地域経済の成長をもたら

す。迂遠な経路ではあるが，これらの作業をひ

とつひとつ積み重ねていくところにこれからの

地域活性化の核心があるのではないだろうか。 
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１ はじめに 

私は、令和２年 10 月 26 日から基本法制

研修Ｂ第５期、同 11 月 20 日から第２部課

程第 190期の研修を受講させていただいた。

新型コロナウイルス感染症の収束が見えず、

研修が予定通り実施されるかという不安の

中でスタートしたため、全体像がなかなか

見通せない中での自治大入りとなった。 

地元を離れ、家族とも離れ、そして職場の

仕事を上司や同僚、後輩へと託して研修を

受けさせてもらえることに感謝の気持ちが

大きく期待も膨らんだが、同時に寮生活や

全国から集まる研修生と上手くやっていけ

るかどうか、３ヶ月という長期間、健康面で

無事に過ごせるかなどの不安もあった。 

研修が始まると、当初の不安の大きさよ

りも、濃密な講義の数々、初日からまるで何

ヶ月も一緒にいたかのような洗心寮６階フ

ロアーの仲間との交流の楽しさが日増しに

大きくなり、研修期間も半分を過ぎる頃に

は、仲間との日々が終わってしまうことの

寂しさが増すばかりであった。 

 

２ 基本法制研修Ｂ第５期 

改めて、地方自治体で仕事をする公務員

として知っておくべき基本的な法律関係や

手続き関係の知識を学ぶ場ではあったが、

恥ずかしながらはっきりと意識して業務に

当たっていたか自信のない事項もあり、確

認ができたことは財産となった。また、目の

前にある直接の業務に関わる法律関係以外

を確認することの大切さを再認識できた。 

 

 

 

 

 

仲村部長教授がおっしゃった「今ここで全

ての知識を習得して活かせなくても、派遣

元に帰り、研修の内容を思い返したり資料

を見返したりしていく間に知識として習得

して欲しい」というお言葉を真摯に受け止

め、研鑽していこうと思う。 

 

３ 第２部課程第 190 期 

基本法制研修Ｂ第５期から１週間後、第

２部課程の研修が始まった。寮の６階フロ

アメンバーも８名の新たな研修生を迎え、

19 名となり、より交流も活発になった。 

 基本的な知識を学ぶ基本法制研修と異な

り、第２部課程ではより現場で役立つ実践

的な知識として必要な講義や、政策立案・事

例演習など、全国各地の研修生がそれぞれ

のグループに分かれて一つのテーマについ

て議論し、政策を立案・発表するといった研

修が中心となった。 

 カリキュラムとして組まれた講義は、知

識や経験が豊富な講師の方々のおかげで、

非常に有意義な時間であった。受講した講

義の中で私が個人的に印象に残った講義を

３つあげるとすると、一つは東北大学の堀

切川一男教授による「地域経済の活性化と

産業政策」である。何より講師の講義を進め

るテンポとユニークなトークが研修生を

210 分惹きつけて離さず、また地域でどんな

ことをすれば活性化につながるか、豊富な

具体例ですぐにでも何かできることはない

か、と考える良い機会になった。二つ目は名

古屋大学の加藤博和教授による「地域を持

続可能とする公共交通維持・確保策」である。

この講座もパワーポイントの具体的な資料

により研修生がイメージしやすい講座の展

自治大卒業生の声 
自治大学校卒業生（第２部課程第 190期） 

 北海道幕別町  宇野 和哉 

編集者注：本稿は、自治大学校における研修の特長な
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開であったことと、公共交通を担当してい

ない研修生が、地域持続のためにどうして

公共交通が必要かを認識できるような素晴

らしい講座であった。三つ目は株式会社ワ

ークヴィジョンズの西村浩代表取締役によ

る「市民が動き、行政が支える～これからの

まちづくり論」である。具体的な事例が多数

あったこともひとつだが、何よりまちづく

りに対する講師の熱意・熱量を感じられる

講義で、地元で何ができるだろうか、という

イメージが大きく膨らむ講座であった。 

 その他、新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から、首長講演がＺＯＯＭによる

オンラインで行われたが、非常にスムーズ

な機器類の操作のおかげで、対面講義と比

較してもそん色なく、池田都城市長のお話

を集中して聞くことできた。また、講義を受

けて興味がわき、実際に講師の著書を個人

的に購入したものもある。慶應義塾大学の

駒村康平教授の「社会のしんがり」である。

とても読み応えがあった。 

 第２部課程研修の中で 44時限という多く

の時間を班員とともにした政策立案演習は

この研修の大きな柱の一つであり、全国各

地の６名の仲間とともに、一つのテーマに

ついてしっかりと議論を交わし、政策を作

り上げた。私の５班は北海道、埼玉県、静岡

県、兵庫県、宮崎県、全国市議会議長会の研

修生で、経験や人柄という面で非常にバラ

ンスの取れた班であった。リーダーを担わ

せていただいたが、それぞれが責任を持っ

て業務を分担しながら、当初の目標として

いた「演習として与えられた時間の中でし

っかりとした報告書を作り上げよう」とい

うことも達成できた。年が明け、新型コロナ

ウイルスの関係で休講となり、自室待機と

なった期間も、班員グループのビデオトー

クで朝と夕方にその日の進め方や、進捗を

語り合うことで意思の統一や結束力もより

高められた。外部講師の上田紘士先生と常

にメール等で情報を交換させていただいた。

非常に温かみのある親身で適切なアドバイ

スをいただき、発表会は中止となったが、報

告書を無事に作り上げることができた達成

感は大きく、全員で喜びを分かち合えた。 

 研修生は業務経験も派遣元の環境もそれ

ぞれ違う中で知識や経験を積み重ねており、

お互いに相手を尊重し、その中で意見をし

っかりとぶつけ合って一つのものを作り上

げていく貴重な経験を、ぜひこの後の研修

生のみなさんも体験して欲しい。 

 

４ おわりに 

今回の研修生活は、良くも悪くも新型コ

ロナウイルスの影響を大きく受けた研修で

はあったが、自治大学校の関係者のみなさ

んや講師の方々、そして派遣元の大きな支

援もあり、無事に研修生全員が卒業するこ

とができた。イレギュラーな時期だったか

らこその経験もできた半面、勉強とともに

大切な目的でもある研修生同士の交流が、

特に研修後半はなかなか思うようにできな

かったのが心残りである。次に皆で会える

機会には、マスクをせずとも笑顔で談笑で

きる状況になっていることを切に願う。 

政策立案演習で指導にあたっていただい

た上田先生がおっしゃってくださった「君

たちはここで学んだことを君たちが活かす

だけではなく、派遣元に帰り、同僚や部下に

学んだことを伝えていく使命がある」とい

う言葉を深く心に刻んだ。

私の公務員としての人生

は残り少ないが、学んだ

知識をたくさんの同僚や

部下に伝え、地方自治に

活かせるよう意を持って

進んでいきたい。 

【自室でのビデオトークの様子】 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「来年度初め、新規採用職員を対象に、地方自治制度について講義をしてほしい。
自治大での体験も交えて」 
 １月下旬、ちょうどこの原稿を書き始めた日に派遣元から受けた電話である。
何について話そうかと思い返すと、今年度はイレギュラーなことばかりの１年
間だったと実感する。 
 ３月 31 日、地元で時間ギリギリまで引継ぎをして立川に向かった。新型コロ
ナウイルスの感染拡大のなか「緊急事態宣言が出てロックダウンになるらしい」
などと噂されていた時期であり、「研修は本当にあるのか」とよく周囲から聞か
れていた。 
 ４月１日にはマネジメントコースが始まり、教務部にて他研修生と入校決定
通知の準備を始めていたが、緊急事態宣言の発出を知ったのはその数日後、買い
出しに行った近隣のショッピングセンターの店内放送によってだった。 
「本日 19 時、新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、政府により緊急事態
宣言が発令されました。このことに伴い、明日４月８日から当面の間、当館は休
館とさせていただきます。繰り返します。～」 
 自治大においても研修日程を見直すこととなり、受講予定の第１部課程 134
期は 8 月からと延期に。研修受講中は、政策立案演習の実地調査が現地訪問か
らオンライン調査となるなどの変更もあったものの、他の研修生との交流も（三
密を避けつつ）例年と変わらない濃度で行うことができたのではないかと思う。 
 受講終了後は、間を置かずに第１部課程 135 期の運営に回り、政策立案演習
を担当することとなったが、１月７日にまさかの２回目の緊急事態宣言。２月５
日の卒業式まで、宣言下での研修となった。 
 このように色々あった１年間ではあったものの、今年度最後の課程となった
第１部課程 135 期も政策立案演習の発表会を残すのみと、何とかゴールが見え
てきている。この後も何事もなく無事に運営課程が、またマネジメントコースが
修了して、終わりよければ全てよしとなることを祈り、筆を置く。 

（Ｙ．Ｔ） 

編集者注：このコンテンツは、マネジメントコース(※)の研修生が持ち回りで担当し、それぞれの所感等

を述べたものです。 
 

※ 自治大学校における一年間の研修であり、研修期間中の概ね半分は自治大学校における実務に参画

し、もう半分は通常の研修(第１部課程等)を履修することにより、実践的に高度の政策形成能力及び行

政管理能力の向上を図るもの。 
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第１部課程 134期（基本法制研修Ａ５期）卒業後の談話室 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
もう２月です。長かった梅雨の代わりなのか、冬の晴天が続いています。あま

りにきれいな冬の青空の連続に驚き、嬉しく、一方で地元の大雪を考えると恐縮

し、申し訳なく思ってしまいます。そして、異例続きの１年を無事に過ごせたと

いう安堵感と、残り１ヶ月半という寂しさが加わり、大変複雑な心境で、この原

稿を執筆しております。 

私は、１０月末から２月上旬までの約３ヶ月半、自治大学校の研修課程を受け、

先日、無事卒業することができました。 

研修開始前は緊張していたと思います。春から寮に住み、寮生活には慣れてい

るし、研修運営を一通り担当していたため、研修の雰囲気もある程度つかめてい

たはずですが、期待と不安で落ち着かなかったことを記憶しています。いざ研修

が始まってみると、講義に演習に交流にと、大変忙しく、その忙しさが嬉しくも

あり、研修開始前の不安を忘れるほど楽しく研修期間があっという間に過ぎて

いきました。 

コロナウイルス感染拡大により、研修前半は GOTO、後半は緊急事態宣言と、

研修期間の前半後半で様子が大きく変わり、行動の変化が求められた研修であ

ったと感じます。卒業が近づくにつれて、外出自粛や、会食の制限など、制約事

項は増えていきましたが、研修生活中は、オンライン（プライベートでも）、デ

リバリー、ご当地保存食（カップ麺等）をフルに活用し、工夫しながら不安を分

かち合い、自治大巣ごもり生活を柔軟に楽しんでいたことが思い出されます。 

同期生とのご縁もさることながら、コロナ禍であっても生活を共にしながら

研修を受講する意義をあらためて認識しましたし、このような機会をいただい

たことを大変有り難いと感じました。 

 

マネジメントコースも残りわずかとなりました。研修を受けてみると、研修生

目線からもう少し工夫すべき部分、対応を要する部分がよく分かります。コロナ

禍での研修実施方法、寮生活対応も含めて、実体験を自治大内で共有し、次年度

以降の研修に反映させ、研修をより良いものにしていければと思っております。 

（Ｋ．Ｙ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       （麗澤寮からみた自治大学校） 
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※ 自治大学校における一年間の研修であり、研修期間中の概ね半分は自治大学校における実務に参画

し、もう半分は通常の研修(第１部課程等)を履修することにより、実践的に高度の政策形成能力及び行

政管理能力の向上を図るもの。 
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